
平
成
２５
年
１２
月
１２
日
に
自
民
党
と
公

明
党
か
ら
「
平
成
２６
年
度
税
制
改
正
大

綱
」
が
公
表
さ
れ
、
１２
月
２４
日
に
閣
議

決
定
さ
れ
た
。

今
年
度
の
税
制
改
正
大
綱
は
、
企
業

等
の
投
資
行
動
を
加
速
化
さ
せ
る
等
の

観
点
か
ら
、「
日
本
再
興
戦
略
」
に
盛

り
込
ま
れ
た
民
間
投
資
を
活
性
化
さ
せ

る
た
め
の
税
制
措
置
等
に
つ
い
て
は
、

年
末
に
お
け
る
通
常
の
年
度
改
正
か
ら

切
り
離
し
、「
民
間
投
資
活
性
化
等
の

た
め
の
税
制
改
正
大
綱
」
と
し
て
昨
年

秋
に
前
倒
し
で
決
定
さ
れ
て
い
る
（
図

表
１
）。

年
末
の
税
制
改
正
大
綱
に
お
い
て

は
、
秋
の
大
綱
に
引
き
続
き
企
業
の
積

極
的
な
投
資
行
動
を
促
す
た
め
の
措

置
、
企
業
の
交
際
費
に
着
目
し
た
消
費

活
性
化
の
た
め
の
措
置
、
地
域
経
済
の

活
性
化
の
た
め
の
措
置
等
を
講
じ
て
お

り
、
企
業
向
け
減
税
策
に
よ
る
負
担
軽

減
に
よ
っ
て
、
従
業
員
の
賃
上
げ
や
設

備
投
資
に
よ
る
好
循
環
を
実
現
し
、
平

成
２６
年
４
月
の
消
費
税
増
税
後
（
８

％
）
の
景
気
腰
倒
れ
を
防
ぐ
政
府
の
狙

い
が
う
か
が
え
る
。

個
人
向
け
の
改
正
で
は

増
税
の
傾
向
が
強
い

企
業
向
け
と
し
て
は
、
秋
の
大
綱
が

主
な
改
正
と
な
っ
て
い
る
が
、
年
末
の

税
制
改
正
大
綱
に
お
い
て
も
、
交
際
費

課
税
の
見
直
し
や
復
興
特
別
法
人
税
の

１
年
前
倒
し
で
の
廃
止
な
ど
、
減
税
策

が
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
個
人
向
け
の
改
正
は
、
同

族
会
社
の
私
募
債
の
利
子
の
総
合
課

税
、
給
与
所
得
控
除
額
の
縮
小
や
ゴ
ル

フ
会
員
権
等
の
譲
渡
損
の
損
益
通
算
廃

止
な
ど
、
増
税
の
傾
向
が
強
く
な
っ
て

い
る
。
な
お
、
同
族
会
社
の
私
募
債
の

利
子
に
つ
い
て
は
、
平
成
２５
年
度
の
改

正
で
「
平
成
２８
年
１
月
１
日
以
降
発
行

分
か
ら
総
合
課
税
の
対
象
」
と
さ
れ
て

い
た
が
、
今
回
の
改
正
で
「
平
成
２８
年

１
月
１
日
以
降
に
支
払
わ
れ
る
私
募
債

の
利
子
」
に
見
直
さ
れ
て
い
る
の
で
注

意
が
必
要
で
あ
る
。

今
後
の
主
要
検
討
課
題
と
し
て
は
、

消
費
税
の
軽
減
税
率
、
法
人
実
効
税
率

の
引
下
げ
、
小
規
模
企
業
等
に
係
る
税

制
の
見
直
し
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。消

費
税
の
軽
減
税
率
に
つ
い
て
は
、

今
回
の
税
制
改
正
の
焦
点
の
一
つ
と
な

っ
て
い
た
が
、
必
要
な
財
源
の
確
保
と

国
民
の
理
解
を
得
た
う
え
で
、
消
費
税

率
１０
％
時
に
導
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
、

対
象
品
目
の
選
定
、
区
分
経
理
等
の
た

め
の
制
度
整
備
な
ど
に
つ
い
て
は
、
平

成
２６
年
１２
月
ま
で
に
結
論
を
出
す
こ
と

と
さ
れ
た
。

法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て
は
、
わ
が

国
経
済
競
争
力
の
向
上
、
法
人
実
効
税

率
を
引
き
下
げ
る
環
境
作
り
の
重
要

性
、
法
人
実
効
税
率
引
下
げ
と
企
業
行

動
の
関
係
な
ど
を
踏
ま
え
つ
つ
、
引
き

続
き
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

小
規
模
企
業
等
に
係
る
税
制
は

今
後
の
動
向
に
注
目

小
規
模
企
業
等
に
係
る
税
制
に
つ
い

て
は
、
個
人
事
業
主
と
実
質
的
一
人
会

社
の
課
税
上
の
不
公
平
が
問
題
視
さ
れ

て
き
た
。
実
質
的
一
人
会
社
は
、
事
業

主
報
酬
の
損
金
算
入
が
認
め
ら
れ
、
か

つ
、
一
定
の
給
与
所
得
控
除
が
受
け
ら

れ
る
。
こ
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
す
る
た

め
、
個
人
事
業
主
に
お
い
て
は
、
例
え

ば
勤
労
性
所
得
を
正
当
に
評
価
し
て
事

業
主
報
酬
相
当
額
を
必
要
経
費
に
算
入

し
、
当
該
事
業
主
報
酬
相
当
額
に
つ
い

て
一
定
の
給
与
所
得
控
除
を
認
め
る
な

ど
、
幅
広
い
観
点
か
ら
総
合
的
な
検
討

を
行
う
と
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
検
討
事
項
は
、
企
業
や
個

人
に
お
い
て
影
響
の
大
き
い
項
目
と
な

る
た
め
、
引
き
続
き
動
向
を
注
視
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

図表１ 民間投資活性化等のための税制改正大綱の概要

施行時期

平成２６年１月２０日から
平成２９年３月３１日まで
の間に取得し事業供用
した場合

平成２６年４月１日から
平成２９年３月３１日の間
に開始する事業年度

平成２６年４月１日以後
に終了する事業年度

平成２６年４月１日から
耐震診断結果報告を行
った日以後５年を経過
する日までの間に行う
耐震改修に対して適用

概要

産業競争力強化法規定の一定規模
以上の設備投資をした場合、即時
償却または５％税額控除が可能

現行の中小企業等投資促進税制が
延長され、一定の中小企業者には
即時償却または７～１０％の税額控
除が可能

研究開発税制の上乗せ措置のうち
増加型について、適用期限が延長
され、一定要件を満たせば、増加
割合（最大３０％）に応じた税額控
除が可能

給与増加割合５％以上が要件とさ
れていたが、平成２７年３月までは
２％、平成２７年度は３％、平成２８
年度から５％以上に緩和

一定要件のベンチャー企業へ投資
を行った場合、ベンチャー企業の
株式等の帳簿価額の８０％まで損金
算入が可能

収益力の飛躍的な向上に向けた戦
略的な事業再編に関して、設立等
した会社の取得株式の取得価額の
７０％まで損金算入が可能

耐震診断が義務付けられる建築物
について、耐震診断結果の報告を
行った場合、耐震改修により取得
等をする建築物の部分に対して２５
％の特別償却が可能

項目

生産性向上設備の
特別償却・特別控
除

機械等を取得した
場合の特別償却・
特別控除

研究開発税制の上
乗せ措置である増
加型の延長・拡充

所得拡大促進税制
の適用要件の緩和

ベンチャー投資に
対する投資損失準
備金の損金算入

事業再編により取
得した株式等に係
る投資損失準備金
の損金算入

耐震改修工事等の
特別償却
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Part1

２６
年
度
大
綱
の
概
要
と

今
後
の
着
眼
点

銀
行
員
が

押
さ
え
て
お
き
た
い

２６
年
度

税
制
改
正
大
綱
の
ポ
イ
ン
ト

―
―
法
人
・
個
人
顧
客
に
影
響
を
与
え
る
改
正
項
目
と
は
―
―

税
理
士
法
人
お
お
た
か

木
村
英
幸

本
特
別
企
画
で
は
、
昨
年
末
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
平
成
２６
年
度
税

制
改
正
大
綱
」
に
つ
い
て
、
お
客
様
の
関
心
が
高
い
改
正
項
目
を
中
心

に
、
行
職
員
が
押
さ
え
て
お
く
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
す
る
。
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